
1 

 

第 44回定期総会 
延期後の第 44回定期総会を下記の通り開催致します。 

開催日時：令和 2 年 5月 10日（日）午前 10時開始 

場   所：自治会館 集会室 

議 案 書：4月 20日に発行致します。当日忘れずにお持ち下さい。 

※終了後に令和 2年度第 1回目の班長会議を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 44回定期総会を延期します 
今般、新型コロナウイルス感染が世界に拡大し、埼玉県内においても感染者が漸

増、私たちが住む身近な地域にも拡がりつつあります。そのような状況を鑑み、臨

時の役員会にて、当初 4月 12日を予定していた第 44回定期総会を下記に示す

通り、5 月 10 日（日）への延期を決めさせていただきました。会員の皆さんには何

かとご都合がおありかと思いますが、何卒ご理解とご了承のほどお願い致します。 

※現班長（2019年度）さんへのお願い 

 現班長さんの任期は、令和 2年度定期総会開催日の 5月 10日（日）迄とな

りますので、よろしくお願い致します。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

◆ 2019年度 第 4回 班長会議報告 ◆ 
本お知らせの冒頭、定期総会延期について記載しました通り、今般の新型

コロナウイルス感染の拡がりは、自治会行事や有志のサークル活動に自粛・

中止・延期等の影響を与えております。 

そのような状況下、第 4 回班長会議の開催を、当初 3 月 15 日を予定してい

たものを 3 月 28 日（土）に一旦変更いたしましたが、一向に感染拡大が収

まらない様子でしたので、再度開催の可否について臨時の役員会にて検討致

しました。その結果、全会員をはじめ班長各位の健康を守るためには、クラ

スターとなる集会室での会議は中止し、やむを得ず書面での議決をすること
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を決めました。書面による議決方法は当自治会創立以降初めての経験となり

ましたが、班長の皆さんには現状の国内感染状況下ではやむえない方法とな

りましたことをご理解ご協力いただきました。（ご参考：議決書は下記） 

書面による議決方法等について、はじめに、書面による議決方法に「同意す

る」か「同意しない」かにお答えのうえ、それぞれの議案について、「承認」

「否認」または「保留」を「〇」で囲んでお答えいただきました。議案書は

予め配付され、この一年間の活動や予算執行などの報告、令和 2 年度の活動計

画（案）や会計予算（案）、自主防災細則改訂委員会設立について（案）の審議

事項を記載､書面による議決方法に関し、全班長（58名）の同意を得ました。 

以下に、審議事項についての議決結果を下記の通り報告します。 

Ⅰ.報告承認事項                         

1.2019年度 主要活動報告 

2.2019年度 会計決算報告及び会計監査報告 

1）2019年度 会計決算報告 

2）2019年度 財産目録 

3）2019年度  会計監査報告 

3. 2019年度自治会館利用状況 

※Ⅰ.-1，2，3のそれぞれに対し 

承認（58名）、否認（なし）、保留（なし）、意見なし 

※Ⅰ.報告承認事項の全て、承認されました。 

Ⅱ.審議事項 

1. 令和 2年度 活動計画（案） 

2. 令和 2年度会計予算（案） 

3. 自主防災細則改訂委員会設立について（案） 

※Ⅱ.-1：承認（56名）、2：承認（57名）、否認（なし）、保留（１名） 

 保留意見）今後半月､１ヶ月の間、状況の変化があるやもしれぬ。それによって活

動方針や予算変更余儀なくされると思う。 

  回答）新型コロナウイルスの感染状況に対する意見と思われます。自治会としても 

幸手市の情報等を敏感に取り入れ、会員の協力のもと、活動していきます。 

※Ⅱ.-3： 承認（57名）、否認（なし）、保留（１名）、保留意見なし。 

※Ⅱ.審議事項の全て、承認多数で承認されました。 

Ⅲ.要望事項、ほか ： なし 

以上、第４回班長会議の議決報告とします。 
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 ― ― みどり子ども会だより ― ―   
3 月 22 日(日)新型コロナウイルス感染防止の為、大平山ハイキングを中止し、

「六年生を送る会」を兼ねた花見を、天神島・天神神社境内で行いました。晴

天のこの日、開花した桜の木の下に 20 名の子ども会員、14 名の役員・協力会

員が集まりました。 

最初は思い思いに桜の木の下で花見をしなが

らお弁当を食べ、5人の 6年生から子ども会の

思い出としてクリスマス会や節分等の楽しか

ったことを話してくれました。更に大きくな

ったら何になりたいかの皆からの質問に、俳

優、弁護士、ネイリスト、美容師等の職業に就

きたい夢を話してくれました。予定していた 1 時間半があっという間に過ぎ、

最後に 5 人の卒業生に会長から記念品が渡され、全員にお菓子が配られ終了、

散会となりました。 

4 月からは中学生となり新しい友達を作り、

勉学等に励んでくれると思います。子ども会

には新 1年生が入ってきますが、2年生以上

の学童の入会も大歓迎！です。父兄の稼働負

担も極力無い様にしていこうと、協力会員の

力を借り新役員 10 名体制で取組む様にしま

す。たくさんのお友だちの入会をお待ちして

います。 

  

◇ クリーン作戦 ◇ 

※4 月 19 日（第 3 日曜日）午前 9 時 00 分から 

（雨天の場合は 4 月 26 日） 

１区：緑台公園 ２・３区：中央公園 

４区：自治会館広場 
 

※はるめくを体感しながらのクリーン作戦です。 

私たちの環境を清潔に住みよい街にするため、多くの方が参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

自治会館の花壇(4 区 有志) 

 

中央公園（2，3 区 有志） 緑台公園（1 区 有志） 
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※埼玉県内でも、新型コロナウイルスの感染が急増している状況です。 

つきましては、皆さんの健康を守るため、開催を予定していました 

4月 8日(水)の｢くらしの保健室の健康相談」および 4月 24日(金)の 

「手遊びの会」を、中止させていただきます。ご了承ください。 

なお、5月 13日(毎月第 2水曜日)および 5月 22日(毎月第 4金曜日)の 

グリーンカフェは、開催できることを願っています。  

主催 みどり会 （幸手市社会福祉協議会 ふれあい・いきいきサロン参加） 
 
 
 
 
 
 

◇ 4 月の行事予定 ◇ 

月 日 内 容 場 所 時 間 

4 月 1 日(水) 4 月お知らせ、広報さって 

令和 2 年度 役員 選挙公報 

毎月一日配布 - 

4 月 11 日(土) 定例役員会 自治会館 18：30 

4 月 19 日(日) 定例クリーン作戦 公園、会館広場 9：00 

4 月 20 日(月) 第 44 回定期総会議案書 配付 全会員 - 
 
 

 

 

 

※お願い 

幸手市は新型コロナウイルス感染対策として、市内公共施設の休館の措置を実施していま

す。依然として感染拡大の恐れがあることから、令和 2年 4月 15日まで当該措置の延長を

決定しました。このことを踏まえ、私達自治会においても自治会館内でのサークル活動の自

粛を、4月中も引き続きをお願いする次第です。 令和 2 年 5 月 6 日まで措置延長です 

皆様のご理解とご協力をお願い致します。          

自治会会長  

 

 

 

※訂正：「3月号お知らせ」号数を第 508号と致しましたが、第 505号に訂正致します。 

～身近に 気軽に 集まって～ 

グリーン＊カフェ 
 

 
 


